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Ⅰ．序

　今日、裁判上の企業再建手続、殊に会社更生手続の存在意義が問われて

いる。近時の事業再生の実務においては、様々な準則型の私的整理が整備

され、これらが非常に活発に用いられる反面、会社更生や民事再生といっ

た法的整理の利用は著しく不評であるからである。特に、法的整理手続

においても、従来機能不全に陥っていた和議法（大正11年４月25日法律第

72号）に代えて制定施行された民事再生法（平成11年12月22日法律第225

号）と比較しても、会社更生法（平成14年12月13日法律第154号）にもと

づく手続の利用の低調は際立っている（１）。しかし、このことからただち

に、かつては「株式会社企業の再建のエース」といわれた会社更生手続（２）
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の存在意義が、もはやほとんどなくなってきてしまっているといってよい

であろうか。今一度、会社更生手続の存在意義について再検討をする必要

があるように思われる。

　会社更生法の趣旨に関して、会社更生法１条が、「この法律は、窮境に

ある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定め

ること等により、債権者、株主
0 0

（――傍点筆者）その他の利害関係人の利

害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目

的とする」と定めていることからも明らかなように、会社更生手続の基本

的な特徴は、更生債権者等と更生会社との債権債務関係の調整を行うのみ

ならず、特に更生会社の株主をも手続に参加させて、会社の組織再編行

為をも手続の中で行う点にある（３）。その際に、本来、株主の権限行使が、

平時の株式会社においては株主総会を通じて行われるのに対して、会社

更生手続が開始されると、その権限行使は大幅に制約され、もっぱら更生

手続を通じて行われることとなる。それによれば、更生会社の組織に関す

る基本的事項の変更は、手続終了までの間、更生計画の定めるところによ

らなければ禁止されるし（会更45条）、株主総会が選任した従来の機関も、

事業経営権・財産管理処分権が裁判所の選任した管財人に専属する（会更

72条１項）結果、その活動をなしえなくなる。このように平時の株主総会

自治を中心とした会社法（平成17年７月26日法律第86号）の仕組みが、会

社更生において大幅に変更されるとすれば、それはなぜか、また、そうし

た中で、株主が、どのように自らの権利を行使することができるのか、と

いうことが問題となる。このようにみると、更生手続が開始された株式会

社について〈組織法〉的側面（４）から平時（および民事再生手続が開始さ

れた場合）との比較検討を行うことが、更生手続の存在意義を考えるにあ

たっては有用であると思われる。

　本稿は、このような問題関心に基づき、会社更生手続における組織法的

側面に焦点を当てて検討を試みる。以下では、まず、平時の株式会社の組

織と会社更生手続開始の効果について確認する（Ⅱ）。次に、これを前提



会社更生手続の基本構造　――その「組織法的側面」について

Kumamoto Law Review, vol.148, 2020 Kumamoto Law Review, vol.148, 2020

― 111 ―

306

に、会社更生手続中における「株主」の地位とは、いかなるものか、すな

わち、平時ないし民事再生手続中の株主の地位とはどのように異なるかを

検討し、（Ⅲ）、更生計画の内容について論じる（Ⅳ）。その上で、最後に

まとめとする（Ⅴ）。

Ⅱ．株式会社の組織と更生手続開始の効果

１．平時における株式会社の組織

会社更生手続における、平時との株主の地位の変容を論じるにあたっては、

その前提として、まず平時における株式会社の組織のあり方と株主の権利

について確認しておく必要がある。

（1）株主の会社に対する義務と権利

　株式会社においては、本来株主こそが会社の所有者であり、株主は、そ

の有する株式の引受価額を限度とする責任を負うが（会社104条）、それ以

上に義務や責任を負うことはない。これに対して、株主は、その権利に関

しては、剰余金配当請求権（会社105条１項１号）や残余財産分配請求権

（会社105条１項２号）を中心とした、会社から直接経済的な利益を受ける

ことを目的とする〈自益権〉と、会社の経営に参与することを目的とする

権利である〈共益権〉を持つ。後者の中心をなすのは、株主総会における

議決権（会社105条１項３号）である（５）。

（2）株主総会

　株主は、株主総会という機関を通してのみ直接に会社の意思決定に参加

しうる。そこで、株主総会は本来全ての事項について決定できるはずであ

るが、会社法は、今日、所有と経営の分離という現象を承認し、取締役会

設置会社では会社の合理的運営を確保するために、株主総会は基本的事項

だけを決定する機関であることを原則としている（会社295条１項、２項、
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３項）（６）。この場合、株主総会の権限は、会社の意思決定に限られ、また

この株主総会での意思決定の権限は、取締役会設置会社では、原則として、

法律上定められた事項に限定されており（会社295条２項、３項）、①取締

役・監査役などの機関の選任・解任に関する事項、②会社の基礎的変更に

関する事項（定款変更、合併・会社分割等、解散等）、③株主の重要な利

益に関する事項（株式併合、剰余金配当等）、④取締役に委ねたのでは株

主の利益が害されるおそれが大きいと考えられる事項（取締役の報酬の決

定等）がこれに該当し、それ以外の事項の決定権は取締役会に委ねられる

（会社362条２項、４項、５項参照）（７）。

　他方で、取締役会非設置会社では、株主総会は一切の事項について決議

できる。したがって、この場合には、株主総会は、会社の最終的な意思決

定機関である。

　これらの事項に関する株主の意思決定の舞台となる株主総会は、もっぱ

ら定められた一定の日時に招集された（会社298条以下）会議体であり、

その意思決定は、原則として株主の有する株式一株につき一個の議決権を

みとめるとの原則（一株一議決権の原則）にもとづいて（会社308条１項）、

多数決原理により行われる（総会決議の議決数、行使方法等につき、会社

309条以下）。こうして総会決議は、会社の執行機関の行為に直接に影響を

及ぼす。

　以上のような株式会社における株主総会の基本的位置づけを基礎とし

て、この株主総会の決議という株主の意思決定に瑕疵がある場合には、会

社の基本事項についての株主による意思決定について生じた瑕疵等を是正

するために、法は、民事訴訟手続による特別な訴えによる限定的・画一的

処理を定めた。すなわち、株主総会決議の不存在または無効確認の訴え（会

社830条）と決議の取消の訴え（会社831条）である。前者は、決議自体ま

たはその内容に関して瑕疵が大きく、その存在自体が否定される場合やそ

の内容が法令に違反して無効である場合であり（会社830条）、提訴期限の

限定はない。これに対して後者は、少数株主やその他法定された者（会社
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831条１項）による訴えにより裁判所の判決にもとづいた株主総会決議の

取消を求めることができる制度である。

　したがって、平時の株式会社においては、株主総会における会社意思の

最終的な決定を通じた、株主の自治と責任が認められている。そして、こ

れらの意思決定に重大な瑕疵がある場合にのみ裁判所による救済が認めら

れ、その形態も決議の不存在または無効確認の訴えや決議の取消の訴えの

場合のごとき、きわめて例外的な救済類型が予定されているにすぎない。

その際また、これらの救済方法も、総会決議取消という制度では、瑕疵あ

る総会決議を取消すのみ（破棄）という限定された方法であり、その救済

も、決議の瑕疵是正対象を法律が定めている場合に限っていること、また

そのためには裁判所の審理・判決を経てその確定判決による是正に限定さ

れており、それ以上に積極的な会社の意思決定はあくまでも総会決議に期

待・留保されているのであり、裁判所による瑕疵是正の可能性は極めて抑

制的であることが看過されてはならない。また、決議無効確認の訴えに関

しては、裁判所の介入方法は通常の民事訴訟の場合とは異なり、決議によっ

て発生した現在の個々の法律効果を直接に審判の対象とはしていない。む

しろ、（過去に行われ、個々の法律効果発生の原因となった）株主総会決

議自体を訴訟の審理・判断の対象として、その無効を確認する点で特異な

法構造を採る（８）。

（3）株式会社の機関設計

　会社法は、株主総会による株主の意思決定を承けてその業務を執行する

ために、会社は、取締役（一定の場合は取締役会、会社327条。大会社の

監査役会等、会社328条）を置かなければならず、またその他の機関を置

くことができることとしている（会社326条以下）。取締役のほか、会計参

与および監査役も、いずれも株式会社の役員として（会社329条１項括弧

書き）、株式会社の経営に関与する者であり（会社348条１項、同374条１項、

同381条１項）、株主総会の決議によって選任される（会社329条１項）。また、
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会計監査人も同様に、株主総会の決議によって選任される（会社329条１

項）。これらの者が、株主総会決議によって選任されるのは、株主総会が

社団の構成員である株主の最高意思決定機関であるのに対して、会社の執

行機関として、具体的な業務執行を担当するからである。これらの機関と

しての会社役員および会計監査人は、会社との関係では（準）委任の関係

にあり（会社330条）、会社機関は株主総会での決議事項について、善良な

管理者の注意義務をもってその執行にあたる必要がある。会社法は、一定

の規制の下で、株式会社における機関設計の選択を認めている（９）。

２．更生手続開始後の会社の地位

　以上みてきたように、株主は、株主総会を通じた意思決定権限を有し、

事業経営・財産管理権限がその執行機関に属するが、一たび更生手続が開

始されると一変する。具体的には、このことは、更生会社の組織に関する

基本的事項の変更の禁止（会更45条）と事業経営・財産管理処分権の管財

人への移転（会更72条１項）に見ることができる。

（1）更生会社の組織に関する基本的事項の変更禁止（会更45条）

① 禁止事項

　会社更生法は、更生手続が開始されると、その終了までの間においては、

更生計画の定めるところによらなければ、更生会社の組織に関する基本的

事項の変更が禁止されるものとしている（会更45条）。具体的に列挙され

ている事項は、ⅰ株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等についての

株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得、株式の併合もしくは分割、株式

無償割当てまたは募集株式を引き受ける者の募集、ⅱ募集新株予約権を引

き受ける者の募集、新株予約権の消却または新株予約権無償割当て、ⅲ資

本金または準備金の額の減少、ⅳ剰余金の配当その他の会社法第461条１

項各号に掲げる行為、ⅴ解散または株式会社の継続、ⅵ募集社債を引き受

ける者の募集、ⅶ持分会社への組織変更または合併、会社分割、株式交換
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もしくは株式移転を行うことができない（会更45条１項）との諸事由であ

る。また、更生会社の定款の変更は、更生計画の定めるところによるか、

または裁判所の許可を得なければすることができないものとされている

（同２項）。

　もっとも、この規定に関して、現行法の体系書等では十分な説明を見る

ことができない（10）。本条に対応するのは、旧会社更生法52条であった（11）。

そこでその説明を見てみよう。

　旧会社更生法52条につき、当時の指導的なコンメンタールは、次のよう

に述べていた（12）。すなわち、更生管財人は事業の経営および財産の管理

処分の権限を有するにとどまり、これは会社の活動の全てではないから、

管財人の権限以外の会社の活動は許容され、それは会社によって営まれる

といわなければならない。すなわち、会社は財産を抜きにして抽象的な法

人格として存続するのであって、その分野での活動は許容される。例えば、

取締役の選任解任、定款の変更、株主名簿の整備等、もっぱら会社の人格

活動の部分は――財産活動の面については権限を失うにかかわらず――な

お会社の権限であり、管財人の権限はそこには及ばない。したがって、そ

のためには株主総会をも招集しうる。ただこれらの行為につき費用を要す

るときは――財産の管理処分権は管財人に専属するから――その費用は管

財人に支出してもらう必要がある。そして管財人はかかる支出がやむを得

ないものと認めれば共益債権として支出できるが、管財人がその必要なし

と認めれば支出されず、したがってかかる活動が事実上できなくなるわけ

で、いわば費用の面から間接に制約を受けるにとどまる、と。

　したがって、そこでは更生手続の開始決定があると管財人が選任され、

会社の事業の経営および財産の管理処分の権限はこの者に専属すること

（会更72条１項）との関係で、管財人の権限と会社の権限をいかに調整す

るかが、中心たるべき問題とされた（13）。

　また、兼子一博士も、同様の理解に立ち、次のように述べる（14）。「更生

法は、直接に会社財産を目あてにするいわば対物的な手続として、会社自
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身は藻抜けの殻として隠居させられ、会社財産に対して分前を主張できる

関係人の多数で、その処置を決定する立
（ マ マ ）

前が採られる。そこで本来債務者

である会社の構成員であるべき株主も、関係人の一種として登場が許され

ることになる。その代り更生計画が成立すれば、会社の機構の変更や解散

による第二会社の設立も、通常の商法の規定によらず、一本の手続で実行

される」。「更生は関係人の犠牲において更生を図るのではなく、会社の更

生の成功は長い目で見れば結局会社財産をめあてにしている関係人の利益

に帰するものであるから、金の卵を生む鶏を慌ててつぶさずに育てようと

いうのであって、したがって更生計画でも関係人の権利の順位を、例えば

担保権者、一般債権者、株主というように尊重し、これに応じた公正な分

前を定めることが要求される。この点から見れば、更生は各関係人の権利

を、破産的清算の様に金銭配当ではないが、会社財産に対する何等かの形

の分前によって、満足させることを目的とする裁判上の手続であり、破産

と同様な一般的執行の性格を有するものといえる」、というのである。

　これらはいずれも昭和42年旧会社更生法改正前の説明であるが、同改正

後も大きく状況は異ならなかった考えられる（15）。

② 問題点と新たな視点

　以上のような旧法下での説明について、現行法の下でどう考えるべきか、

再検討が必要であろう。一般に、ある者に対して倒産手続が開始された場

合、ⅰ倒産者に対する人的な効果、ⅱその積極財産に対する効果、および、

ⅲ消極財産に対する効果が問題になる（16）。これらの点、従来の兼子＝三ヶ

月説は、あくまでも更生手続を債務者の（積極）財産の分配とみるもの

であり（それはもっとも典型的には、「継続企業価値の観念的清算」とい

う命題に現れている。）、いわゆる破産手続をモデルとして、会社更生手続

を組み立てる見解として理解されよう（17）。しかし、現在のわれわれの問

題関心にとって重要なことは、破産手続にあっては、会社は破産手続開始

決定と同時に解散し（会社471条５号、同 641条６号など）、ただ破産の目
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的の範囲内で存続するものとみなされるにとどまるのに対して（破35条）、

会社更生手続では、開始決定はただちに解散の効果を生ずるものではなく、

会社は依然として存続し、その組織そのものを再編し、または他の、もし

くは、新たに設立する事業体に移管することを通じて、事業の再建を図る

こととなる点にある。すなわち、そこでは財産関係の清算だけではなくて、

法主体の清算も行われるのであり、このために、会社更生法の規律の内容

は、会社法の規定の多くを更生目的の実現のために置き換えるという形で、

広い範囲にわたり、かつ、詳細な規律を行っているのである。このような

観点から見れば、会社更生法45条の定める前述の諸事項は、株主の地位の

変更を直接に許容する事項であり、むしろ会社の人的構成を左右する。換

言すれば、会社への人的な効果こそが、まさに注目すべき点であり、会社

更生による事業再編の核であったというべきではないか。今日の会社更生

手続では、更生手続開始によりこれらに直接影響する法的変動を阻止し（会

更45条）、それらの「株主の権利の変更に係る事項」は、更生計画におい

て定めるべき事項（会更167条１項）とされている（また、174条）ものと

みるべきではないか（18）、と考えられる。

（2）会社の業務執行権と重要財産の処分

　会社更生手続が開始された場合に、まず、平時の株式会社の組織とで決

定的な差異が生じるのは、事業経営権および会社財産の管理処分権が更生

管財人に移転すること（会更72条１項）である。

　平時において、取締役会設置会社では、取締役会は、全ての取締役で組

織し（会社362条１項）、会社の業務執行を決定する（会社362条２項）。法

令または定款で株主総会の権限とされている事項は決定できないが、法律

で取締役会で必ず決定しなければならないと定められている事項は、必ず

取締役会で決定しなければならず、定款によってもその決定を代表取締役

その他の取締役に委ねることはできない。これに対して、これらの業務執

行権は、会社更生手続が開始した場合、管財人が会社の事業経営権と会社
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財産の管理処分権を持つ結果（会更72条１項）、取締役会からは剥奪される。

　また、これと同様に問題となるのは、重要な財産の処分である（会社

362条４項１号）。これについても、会社更生手続が開始されると、管財人

の権限に属するものとされている（会更72条２項１号）。ここでは、手続

開始により、取締役会に委ねられた機能は剥奪され、もっぱら更生管財人

によって行使されることになる。

　このようにみると、会社法は、株主の利益に直接に関係する事項を株主

総会の決議事項とし、それ以外のものを取締役会の権限としたところ（もっ

とも、会社784条、同796条参照）、この区別は、会社更生手続においては、

前者は、株主の手続内での議決権として保障し（会更165条、同166条）、

後者は、会社更生法72条２項に、その権限を管財人に専属するものとしつ

つ、その行為をするためには裁判所の許可を要する事項とすることで対応

して規定されているものと見うる。

（3）事業譲渡（会更46条）

　株式会社が、経営の立て直しのためにそれが有する事業を譲渡し、整理

することはたびたび行われる。そのためには、株式会社は、平時では、株

主総会の特別決議によって事業の全部または重要な一部の譲渡にかかる契

約の承認を受けなければならない（会社467条１項１号、２号、同309条２

項11号）。しかし、すでに更生手続が開始されている場合には、これらは

もっぱら更生計画によってなすことが原則とされる（会更46条１項本文、

同167条２項）。事業の全部または重要な一部の譲渡は、他の事業再編行為

（株式交換、株式移転、会社の分割、合併等）と同様に、更生会社の事業

の重要な再建方法の１つであり、事業譲渡を行うかどうか、また、事業譲

渡を行う場合における譲渡の対価その他の譲渡契約の内容をどのように定

めるかは、更生債権者等の利害にかかわる重要な問題であるとともに、事

業の再建の基本的な枠組みを決定するものであるからである（19）。もっと

も、事業譲渡につき更生計画の成立を待つのではその実効性が減殺される
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可能性もある。そこで法は、それ以前に更生計画によらずに事業の全部ま

たは重要な一部を譲渡することも、管財人が裁判所の許可を得て行うこと

ができるとする（会更46条２項）。そして、その際には、更生会社の株主

については、更生債権者等よりもより強い関与が認められている（同４項

－７項）。もっとも、更生会社が債務超過にあるときは、株主は残余財産

の分配等の形態で利益を受ける余地はないことから、このような特別の関

与は認められない（会更46条８項）（20）。これは、（後に見る）債務超過の

場合には株主の議決権行使が剥奪されることと対をなすものである（21）。

３．係属訴訟の取扱い

　更生手続が開始されると、会社の組織に関する規律との関係で、更生手

続開始決定前に係属していた訴訟の取扱いもまた問題となる。特に、会社

法上の紛争に関しては、会社法は、これに特有の様々な訴訟類型を定めて

おり、これを会社の組織に関する訴え（会社834条）、責任等追及訴訟（会

社847条以下）、役員解任の訴え（会社854条、同855条）に分けて規律して

いる。そこで、更生手続の開始が係属中のそれらの帰趨にいかなる影響を

及ぼすのかについて検討する必要がある。

（1）会社の組織に関する訴え（会社834条）

　まず、会社の組織に関する訴えに関して、検討する。

　おそらく通説と目される見解によれば、株主総会の決議無効または取消

の訴え、会社解散の訴え、設立無効の訴えについては、これらが「財産関

係の訴訟手続」（会更52条１項）には属しないとし、更生手続開始があって

もなお会社の代表取締役がその訴訟追行権を有すると解するようである（22）。

このような見解は、破産財団に関する訴えについての破産法44条１項の規

定の解釈を、そのまま会社更生手続に移したのではないか思われる。すな

わち、同条は破産手続に関して、「手続開始の決定があったときは、破産

者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する」と規定するが、
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いわゆる会社の組織に関する訴えについては、そのような財産関係の訴訟

手続には該たらず、したがって、会社更生法52条１項の中断の効力が及ば

ないと考えたのではないか、と思われる（23）。しかし、それははたして妥

当な解決といえるか。

　会社更生手続の目的は、会社更生法１条の規定からも明らかなように、

会社という「主体」の再構成による事業の再生である。この点において、

単に債務者の所有する責任財産の分配を論ずれば良い、破産手続とは大き

く問題状況を異にするというべきである。ここでも、むしろ会社法の組織

に関する視点から、考察すべきである。

　会社法は、会社の組織に関する紛争をめぐる訴えにつき、「会社の組織

に関する訴え」という名称を付与してこれらを列挙しているが（会社834

条１号）、その内容についてはそもそも多様なものがある（24）。これらの紛

争の実態は、同じく会社の組織に関する紛争といっても、問題となる状況

ないしその法的構造につき大きく異なるといえる。

① 株主の地位そのものに関わる訴え

　まず問題となるのは、新株発行無効の訴えなどの会社の組織のうちまさ

に株主の地位そのものに関わる訴えである。例えば、新株発行無効の訴え

につき、もし仮に更生手続開始後も中断せずに続行されるとすれば、認容

判決が下された場合には、更生会社が新株発行が無効であるとする判決に

よって生じる事後処理を行わなくてはならないことになる（会社840条）。

しかし、更生手続の重要な利害関係人の地位につき、手続外の訴訟手続に

よって左右されるとするのは、手続上きわめて不安定な要素を取り込むこ

とになるが、そのような結果は不当というべきである。そうだとすると、

これは組織に関する紛争ではあるが、中断されると見るべきであろう。そ

して、この訴訟は管財人が受継して決着を図り、その結果を更生計画に反

映させる必要があろう（会更174条）。
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② 設立無効の訴え

　これと決定的に異なるのは、設立無効の訴えである。この訴えは、会社

更生手続の開始によって当然に中断する余地はなく、従来の代表取締役が

会社を代表して訴訟を続行するものと見うる。けだし、この訴えでは、株

式会社の存在自体が問われているからである。請求が認容された場合には、

当該株式会社の設立は無効とされるが、その結果、手続対象としての適格

を欠くに至り、会社更生手続は続行不可能となる。この判決の効力は、当

該株式会社の取締役にも及ぶことから（会社838条）、この者は更生手続の

主体が消滅したことを裁判所に報告し、その結果、更生手続が廃止され（会

更234条１号）、破産手続の開始原因事実があるときは、破産手続に移行す

る（会更252条）とみるべきであろう（25）。同様のことは、株式会社の解散

の訴えについてもいえよう。

③ 株主総会の決議の瑕疵を争う訴え

　これに対して、株主総会の決議の瑕疵を争う訴訟では、いずれも先に見

た株主総会の制度趣旨から、裁判所による是正は副次的である。本来会社

の意思決定行為を行うのは株主総会であり、総会の決定に委ねられた事項

については、あくまでも株主総会という機関を通した意思決定により、株

主の会議体の自律性を尊重することが大前提である。そしてその上で、実

体的・手続的な基本事項の決定につき、その合法性を確保するために必要

最低限の裁判所のコントロールによる救済手段として株主総会関係訴訟制

度が設けられているといえる。こうして、この訴え提起の権限を有する株

主は、その者の個人的利益を追求するのではなく、もっぱら株主として客

観的な立場から会社組織のコントロールを行うことを予定する。ここでは、

更生手続開始前に存在した、会社の意思決定過程において存在するとされ

る瑕疵の処理・是正が問題となっているのであり、財産関係の訴訟とはい

えない。それゆえ、この訴えにつき、手続が開始されても中断を認める必

要はなく、当該訴訟は、なお株主と会社との間で続行される。ただし、こ
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の判決の効力は、会社にも及ぶのであり、場合によって、会社の財産関係

に影響を及ぼすことがある（決議内容の瑕疵の中に役員報酬が入っている

ような場合）。したがって、管財人は、共同訴訟的補助参加の形で、当該

訴訟に参加することができるというべきである（26）。

（2）責任等追及訴訟（会社847条）

　以上に対して、責任等追及訴訟については、別の問題がある。この訴訟

については、債権者代位訴訟と同様に、会社が有する債権を株主が代位行

使する事例であると解するのが、一般的である。すなわち、これは会社の

取締役等がその職務の遂行にあたり会社に損害を負わせた場合に、その賠

償請求権を会社に代わって会社株主が直接訴訟手続によって行使すること

を許す制度であるから、結論的には、会社の積極財産の充実に資する制度

であるというのである（27）。しかし、この訴訟の係属中に当該会社に会社

更生手続が開始した場合については、債権者代位訴訟の場合（会更52条の

２）と異なり、明文規定は置かれていない。

　この場合に、株主が会社役員などに対して損害賠償請求権を行使するこ

とができるのは、株主という地位に与えられた監督是正権にもとづくと捉

えるべきである（共益権）（28）。この株主の地位自体は、会社に会社更生手

続が開始されることによって左右されるものではなく、株主は、その株主

権の行使を当然に制限されるわけではない。したがって、株主による会社

責任等追及訴訟は中断しないものと解すべきである。問題は、この場合に

更生管財人が訴訟に参加しうるかどうかであるが、この者は会社財産につ

き管理処分権を有することから、共同訴訟参加を肯定してよかろう。その

場合、提訴株主と管財人は、いずれも会社の訴訟担当者として共同して訴

訟追行をする。訴訟上の和解を締結することも、通常の共同訴訟参加の規

制にしたがって認められる（なお、会更72条２項６号）。
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（3）役員解任の訴え（会社854条）

　役員解任の訴えは、会社と役員の間の委任契約を解消させる訴えであり、

会社と取締役を被告とする固有必要的共同訴訟である（会社855条）。この

訴訟の係属中に会社更生手続が開始された場合どうなるか。

　会社法の規定との関係では、会社更生手続の開始如何に関わりなく、被

告適格者は会社と取締役であるが、取締役の任命権は、もはや管財人（と

裁判所）にある関係で、従来のままの代表取締役を会社の代表者としたま

ま訴訟を続行させることはできない。したがって、訴訟手続は中断すると

見るべきであり、この管財人が会社の（法定）訴訟担当者として訴訟を追

行することになる。すなわち、この場合、会社はたしかに被告適格者とし

ては残るものの、取締役の任命権は管財人に属することから、従前の会社

代表者には独自の訴訟追行が許されないこととなり、結局、会社自体が具

体的な訴訟活動をすることはできないことになる。この場合に現実に訴訟

追行をするのは更生管財人であるが、それは「訴訟担当者」としての立場

においてである。そして、その受けた判決の効力が、会社に及ぶこととな

る（民訴115条１項２号）と考えるべきではないか。

Ⅲ．手続中における株主の地位

　会社更生手続が開始された場合には、破産の場合とは異なり、当然のこ

とながら会社は解散せず、権利義務の帰属主体として存続する。この点で

は、民事再生手続も同じであるとはいえ、民事再生手続と会社更生手続と

では、手続中における株主の地位は決定的に異なる。すなわち、民事再生

手続においては、原則として、株主は、株主総会を通じて、その権利を行

使することになるのに対して、会社更生手続が開始された場合には、更生

計画において、その権利を行使しなくてはならないからである。以下では、

更生手続における株主の地位について検討する。
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１．（旧）株主の議決権

（1）更生会社が債務超過に陥っていない場合

　会社更生手続が開始された場合について、法は、株主は、その有する株

式をもって更生手続に参加し（会更165条１項）、関係人集会で議決権を行

使する（会更166条）旨を定める。具体的には、更生債権者、更生担保権

者とは異なる種類の権利者（「組」）として、更生計画の決議に参加するこ

とができる（会更196条）。したがって、会社の更生計画が承認を受けるた

めには、原則、更生債権者の組による承認決議、更生担保権者の組による

承認決議に加え、株主の組による承認決議も受けた上で、裁判所から認可

される必要があるということになる（会更196条５項）。その際、株主とし

て更生手続に参加することのできる者は、株主名簿または記録によって定

める（会更165条２項）。

　このような株主の議決権は、平時であれば、株主総会において行使され

るべき議決権が、更生手続が開始されたことに伴って、更生計画の策定手

続への参加に吸い上げられることの結果として認められたものである。そ

の際に、更生債権者の議決権は、会社更生手続において清算価値の保障が

なされることを前提にそれを上回る利益を追求するために用いられるも

のであるが、株主もまた、更生会社が債務超過に陥っていない限りにおい

て、会社が収益を上げるうえでの意思決定に関与する利益を有するのであ

る（29）。

（2）更生会社が債務超過に陥っている場合

　これに対して、更生会社が、「その財産をもって債務を完済することが

できない状態」、すなわち、いわゆる債務超過状態にある場合には、事情

は異なる。この場合、もはや株主は更生手続における議決権を有しないこ

ととされている（会更166条２項）。

　通常、会社更生法の適用を受ける会社は、既に債務超過状態に陥ってい

るケースが多いであろうから、実際には、株主は議決権を有しないものと
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して、更生計画の決議から排除されることが少なくないであろう。問題は、

この債務超過の状況が、どのような形で判断されるのか、すなわち、更生

手続開始決定において判断されるべきものなのか、それとも手続が開始さ

れた後に、株主の議決権の剥奪が問題となった段階で「更生手続開始時の

債務超過」を審査するのか、法文の規定のみからは必ずしも明らかではな

い点である。この点は、次に述べるように、更生手続開始決定で判断する

ことはできないであろうから（30）、株主の議決権の剥奪が問題となった段階

で確定的に審査されるというべきである（31）。

　それと同時に、破綻企業の再建を進める上で、株主責任の追及や資本構

成の大幅な見直しなどが必要となる場合があるが、会社更生手続の場合、

手続開始後は、減資、株式併合、新株発行などは更生計画によって行わな

ければならず（会更45条）、また、更生計画の遂行に当たって株主総会は

不要と定められている（同210条）（32）。

２．手続開始決定と「債務超過」の判断

　このように会社更生法の規定によれば、会社が債務超過に陥っていない

場合には、株主は残余財産の分配にあずかる利益を有し、その議決権が更

生計画手続によって保障される。逆に、債務超過に陥っている場合には、

株主として責任を取るべきだということが明らかである。そうだとすれば、

これに関係して、更生手続開始決定に対する即時抗告権者（会更９条、同

44条１項）として「株主」が挙げられていることとの関係も問題となる。

けだし、株主は、会社の意思決定に参画する機会を失い、また更生計画に

よってその権利を変更されるところから、抗告権者たるべき法律上の利害

関係を認められるとされているところ（33）、このような法律上の利害関係が

認められるのは、会社が債務超過でない場合だけであるからである。具体

的には、株式会社が、「破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれが

ある」こと、または、「弁済期にある債務を弁済することとすれば、その

事業の継続に著しい支障を来すおそれがある」ことを主張して開始申立て
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をし、これが認められて開始決定がなされた場合に、この開始決定に対し

て株主が即時抗告をしたところ、会社が自らの「債務超過」を主張して株

主の抗告の利益を争う場合が考えられる。しかし、仮に裁判所が株主の抗

告権を否定したとしても、それは（それ以上にわたって）一般的に拘束力

を持った決定であるとはいえないであろう。よって、開始決定との関係で

「債務超過」につき、拘束力をもって判断することにはならないというこ

とになる（34）。

３．株主の利害関係人性

　かくて株主が手続上の利害関係人であるか否かについては、会社更生と

民事再生とでは異なるのであり、会社更生では株主が利害関係人とされる

のに対して、民事再生では株主はそもそも手続の利害関係人とはされてい

ない。この違いは、民事再生手続においては、手続が開始された後も株主

総会が機能しているのに対して、会社更生手続では、その権限が更生計画

手続に吸い上げられる点から生じるといえる。民事再生と会社更生とは、

同様の再建計画手続（35）を有するものであるにもかかわらず、その内容は

株主の利害調整を目的とする手続か否かで、大きく異なるのである。

Ⅳ．更生計画の内容

１．更生計画による組織の再編

　以上のように、会社更生手続が開始すると、平時において妥当した株主

総会自治は機能を停止し、その権限事項は更生計画手続に吸い上げられる。

すなわち、会社更生手続が開始された場合には、株主の利害調整は、もっ

ぱら更生計画の内容に反映されることになる。更生計画に関しては、事業

再生に必要な金融のポリシーに関する問題と株主の地位に関する問題の２

つの問題を区別して検討する必要がある。前者は、更生手続の構造の問題

というよりも、むしろ更生の実質に関する問題であるといえる。したがっ
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て、本稿の関心からは、株主の地位に関する問題との関係に限定して更生

計画につき論じることとし、金融に関する問題については、他日を期する

こととしたい。

　先にも見たように、会社更生法１条は会社の組織再編を会社更生手続の

必須事項としていたが、それは、更生計画において現れる。特に重要なの

は、株主の権利の変更が、更生計画の絶対的必要的記載事項とされている

点である。これに対して、会社の資本構成の変更は、相対的必要的記載事

項とされている（36）。

（1）絶対的必要的記載事項

　まず、会社更生法167条１項１号から７号までに掲げられた事項は、更

生計画において絶対的必要的記載事項とされており、これらは全ての会社

更生事件において必ず定めなければならない。

　すなわち、（ａ）全部または一部の更生債権者等または株主の権利の変

更、（ｂ）更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人お

よび清算人、（ｃ）共益債権の弁済、（ｄ）債務の弁済資金の調達方法、（ｅ）

更生計画において予想された額を超える収益金の使途、（ｆ）強制執行、

担保権消滅請求の額または見込み額および使途、（ｇ）知れている開始後

債権の内容がそれである。これらをその内容に即して見ると、内容は多様

であるが、大別すると、次のように整理することができる。

　①　更生会社の組織自体の改編に関するものとしては、上記（ａ）のう

ちの株主の権利変更がある。会社更生事件では、当該会社の財務との関係

で、株主の地位が手つかずのままでありうることは稀であり、株主の権利

が大幅に影響され、会社が債務超過の場合には、100％減資により旧株主

はその地位を失うこともある。こうして株主は計画案においてのきわめて

重要な利害関係人であり、その扱いを計画案に明記し、その意見を反映す

ることが必要とされる。以上から、会社が手続開始時に債務超過であれば、

このような株主の手続上の権利は否定されていた（会更166条２項）。
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　同じく会社組織に関する事項であっても、上記（ｂ）の会社役員等は、

存続する会社の機関であり、会社の取締役等の扱いの違いに応じて、計画

案に定める事項が明示されている（会更173条）。これらの者の地位は、通

常は株主総会によって選任されるが、会社更生手続では更生計画によるの

であり、その利害関係人の決議と裁判所の認可により効力を生じる（会更

201条）。

　②　更生計画では、会社が負った債務について、その取扱いを計画の中

で明示しなければならない。これらのうち、上記（ａ）の一般債権は、そ

の全部または一部について当然に権利変動を伴い（債権の全部または一部

の免除等）、その扱いは債権者の重要な利害であり、計画案に明記され、

それに対する決議による意見の反映と裁判所による認可が、権利変更を正

当化する根拠となる。これに対して、上記（ｃ）の共益債権については、

更生計画によらないで随時弁済されるが（会更132条１項）、これらの弁済

について、更生計画の中で明記されなければならない。これには手続開始

前後の経営継続等に要する費用が含まれるが（会更127条２号、同128条１

項・４項）、かかる弁済資金の調達の適正は、更生計画（案）の重要な判

断要素となるためである。

　③　会社の更生にとって最も重要な事項は、上記（ｄ）の不足する債務

弁済資金の調達方法であり、更生計画にはこれを明示しなければならない。

更生の成否は、この可能性と実効性に関わり、様々な方法で管財人はその

資金を調達する。管財人の人材は、この能力の有無に係ることが大きい。

会社の遊休資産の売却等のみならず、有力スポンサー等による援助、M＆

Aなどがなされる。

　④　以上のほか、会社更生手続の進行中に予想される利益がある場合の

使途等、その他の事項についてもあらかじめ記載が必要である（上記（ｅ）、

（ｆ）、（ｇ））。
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（2）相対的必要的記載事項

　次に、当該事件において会社の更生のために特に選択された事項に関す

る条項を定めなければならない。これらは全ての事件に共通の必要事項で

はなく、個々の事件に応じて、その事項についての効力を生じさせるため

には、更生計画における定めを必要とするものである。すなわち、株式会

社の社員たる地位が株式であるから、株式の消滅、変更、発行などは、株

式会社の組織に関する基本的事項と考えられる。しかし同時に、更生手続

で事業の維持更生という目的を実現するためには、従来の株主を排除して

新たな株主に入れ替え、それによって新規資金を導入するなどの措置が必

要になる場合がある。平時においては、このような手続は会社法上の手続

としての総会決議等を経て行われるのであるが、更生手続においては、株

主も利害関係人として組み込まれてしまうところから、これらについては

更生計画に定め、関係人による決議と裁判所による認可を経てはじめて、

その変更が効力を持つものとしているのである。次のようなものがある。

　まず、株式の消却、併合もしくは分割または無償割当てを行う場合であ

る（会更174条）。特に、株式の消却は、会社が保有する自己株式を消滅さ

せる行為であり（会社178条１項前段）、その効果として、発行済み株式総

数を減少させる。また、親子会社の事案では子会社の整理のために利用さ

れる（38）。会社法の手続では、取締役会の決議（会社178条２項）または株

主総会の普通決議を要するところ、更生手続では、更生計画において消却

する自己株式の数を決定しなければならないとされている（会更174条柱

書、同１項）。

　あるいは、事業の中で新会社を設立する場合の募集株式について、募集

株式は、平時においては、株主総会または取締役会で募集事項を定めて行

うものとされているが（会社199条２項、同201条１項）、更生手続におい

ては、更生計画の定めによって募集株式の発行を行うことができるとして

いる（会更175条）。

　さらに、更生手続の目的である更生会社の事業の維持継続を図るために
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は、株式会社から持分会社への組織変更（会更179条）を行ったり、吸収

合併（会更180条）や新設合併（会更181条）によって競争力の高い事業体

へと脱皮することが企図される。これらの組織再編行為もまた、平時にお

いては、会社法上の手続に則って、組織変更に関しては、組織変更計画に

ついての総株主の同意（会社776条１項）、吸収合併に関しては、消滅株式

会社等および存続株式会社等につき株主総会（会社783条１項［同２項も

参照］および同795条１項）、新設合併に関して、消滅株式会社等の株主総

会決議（会社804条１項）を経て行われるべきものであるのに対して、更

生手続においては、更生計画によらなければそれを行うことができないも

のとされている。

２．更生計画案の決議・認可

　更生管財人は、更生計画案を提出すべき義務を負うが（会更184条１項）、

更生会社、届出をした更生債権者等のほか、株主も更生計画案を作成して、

裁判所に提出することができる（会更184条２項）。作成・提出された更生

計画案は、決議による集団的意思決定に委ねられ、それが可決されてはじ

めて更生計画となる。この手続は、関係人の自治に委ねたものではあるが、

その際に、法は、更生計画案の決議について、更生手続上の権利の種類の

違いを考慮した規律を置いている。すなわち、更生担保権、優先的更生債

権、一般の更生債権、約定劣後更生債権、優先株式、普通株式という権利

の種類に分かれて行うのが原則であるが（会更196条１項）、裁判所は、相

当と認めるときは、組の統合または分離の決定をすることができるものと

する（同２項。ただし、同但書）。したがって、株主の組について言えば、

優先株式とそれ以外の株式の組と分ける場合と一緒にする場合がある。い

ずれの場合であれ、株主の組に関しては、議決権を行使することができる

株主の議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する者の同意が必要とさ

れている（会更196条５項３号）。

　更生計画案が可決されたときは、裁判所は更生計画の認可または不認可
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の決定をしなければならない（会更199条２項柱書）。これらの事由は、（ⅰ）

更生手続または更生計画の違法を問題とするもの（手続または計画の法令

適合性［会更199条２項１号］）、（ⅱ）更生計画の実質的内容を問題とする

もの（計画内容の公正・衡平［同２号］）、計画の遂行可能性［同３号、５

号、６号］）、（ⅲ）更生計画の決議の手続を問題とするもの（決議の誠実・

公正［同４号］）に分けられる。平時の場合とは異なり、不認可事由を通

じた裁判所のコントロールの役割は大きい（39）。

３．更生計画の遂行

　更生計画の認可決定があったときは、その内容にしたがった権利変更や

組織変更などの効力が生ずる。すなわち、認可決定は、更生会社、全ての

更生債権者等および株主に対してその効力を有する（会更203条）。更生計

画の効力が及ぶ者とは、更生計画の条項にかかる権利義務や財産または組

織法律関係の主体たる者を意味する（40）。また、更生計画認可の決定があっ

たときは、更生計画の定め、または、法の規定によって認められた権利を

除き、株主の権利は消滅する（会更204条１項柱書、１号）。ここにいう株

主に関しては、法文上は明確ではない。しかし、更生会社が、更生計画に

おいて、新株を発行した場合に、これによって入ってくる株主にも、当然

に効力が及ぶと見るべきであろう。したがって、旧株主だけでなく、新株

主を含むものと考えるべきであろう。そして、これら両者の利害関係は、

決して同じではないことが看過されてはならない。適切な規律が求められ

る。

　そして、更生計画認可の決定があったときは、管財人は、速やかに、更

生計画の遂行または事業の経営ならびに財産の管理および処分の監督を開

始しなければならない。更生会社の運営は、本来であれば株主――更生手

続開始時の株主の権利は原則として消滅しているから（会更204条１項柱

書）、ここでいう株主は、更生計画にもとづいて更生会社の株式を保有し、

または取得した者である――などの意思にもとづき、会社法の規定に準拠
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してなされるべきものである。しかし、更生会社の運営を裁判所によって

認可された更生計画にもとづいて、管財人等の権限として行うことを予定

する以上、重ねて株主の意思を問い、または会社法上の手続を踏ませるべ

き合理性はない。そこで、会社更生法は、株主総会の決議等に関する法令

の規定等を排除し、株式または新株予約権買取請求権を排除し、さらに会

社の組織に関する行為の無効の訴えまたは新株発行等不存在の確認の訴え

を排除している（会更210条）。

Ⅴ．結語

　以上、平時の株式会社における組織と、そこでの株主の権利行使のあり

方との比較において、会社更生手続の基本構造の概要を明らかにした。

　事業再生においては私的整理や民事再生手続が近年は好んで用いられる

が、全面的な組織再編を含んだ形で強制的に事業再生を行なうことは、会

社更生手続においてのみ可能である。旧法下の議論においては、破産手続

をモデルにして会社更生手続の体系化が試みられてきたが、それによれば、

結局、財産の分配という点にのみ焦点が当てられることとなってしまい、

更生手続においてもっとも特徴的な、債務者の法主体性の清算という局面

を見過ごすことなる。本稿においては、株主の地位に着目することにより、

更生手続において、平時とは異なる手続的規律で債務者の法主体性の清算

が行われることを描き出してみた。その試みが多少なりとも成功したかど

うかについては、大方のご批判に委ねるほかはない（41）。

〔完〕

〔献辞〕　橋本眞先生、平田元先生および山崎広道先生は、令和２年３月31

日をもって熊本大学をご退職される。文字通り拙い覚書の域を出ないもの

ではあるが、これまでの感謝の思いを込めて、本稿を御三人の先生方に献

げます。
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【付記】　本稿は、平成30－33年度科学研究費補助金基盤研究（C）（研究代

表者・河野憲一郎）「事業再生の多様化とその理論的基礎――法的最低要

求は何か？」（課題番号：18K01341）による研究成果の一部である。

　同僚である高木康衣准教授には、ご多忙の中、本稿のゲラに目を通して

いただき、会社法の専門家の立場から数々の御教示・問題提起をいただい

た。記して感謝申し上げる次第である。
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を図ることを目的とする」と定められており、ここでは再生債務者の株主は
通常は手続には参加せず、その権利行使も手続の制約を受けることはない。

（４）商法における〈組織法（Organisationsrecht）〉と〈行為法（Geschäftsrecht）〉
の対比を論じたのは、田中耕太郎博士であった。田中耕太郎「組織法として
の商法と行為法としての商法」同『商法研究〔第１巻〕』（岩波書店、1929年）
235頁。その評価については、例えば、鴻常夫『商法総則』（弘文堂、全訂第
４版補正２版、1991年）15頁注（１）参照。

（５）そのほか、共益権には、株主総会決議取消訴権や取締役等の違法行為の差止
請求権のように、株主総会決議や取締役の業務執行等の会社の運営を監督是
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正する権利が含まれる。江頭憲治郎『株式会社法』（有斐閣、第７版、2017年）
128頁、神田秀樹『会社法』（弘文堂、第21版、2019年）69頁以下。

（６）神田・前掲注（５）186頁参照。さらに以下の記述につき、河野正憲「判批」
法政論集（名大）273号（2017年）145頁（特に、151 ～ 154頁）。

（７）もっとも、取締役会設置会社でも、定款で定めれば、法定事項以外の事項を
株主総会の権限とすることもできる。

（８）以上につき、河野（正）・前掲注（６）152頁以下。
　　　　ところで、旧商法は、会社の組織に関する訴えについて、債権者が原告と

なる場合の合名会社の設立の取消の訴え（旧商法141条）を除き、被告とな
るべき者を明示していなかった。株主総会決議取消訴訟の被告適格者につい
て、判例・通説は、会社であるとしており、会社法は、これを明文で規定し
た（会社834条）。判例・通説に対して、異論を唱えたのが、谷口安平教授で
あった。すなわち、谷口説は、決議取消訴訟の唯一の被告適格者は会社であ
るとしているのは、はなはだ根拠薄弱であるといわなければならない、とい
う。「もともと『会社』そのものは決議の過程に何らの発言権をもっている
わけではないから、その効力に関する争いにも何らの利害関係をもってはい
ない。換言すれば、決議の効力をめぐる紛争は外部から見れば会社というコッ
プの中の嵐であって、会社自身はその紛争の主体となっているわけではない」
からだというである。かくて、谷口説によれば、被告適格を有すべきは、「決
議の取消しについて原告と正反対の現実の利害関係を有し、取消しを妨げる
ため最も充実した訴訟追行を期待できる者」とされ、取締役選任決議につい
ては、当該被選任者がこれに当たる、これに対して、その他の決議について
は代表取締役が被告となるのが最も実情に合う、という。谷口安平「団体を
めぐる紛争と当事者適格」同『民事手続法論集〔第二巻〕』（信山社、2013年）
238頁〔初出：ジュリ500号（1972年）〕。しかし、このような谷口説は、株式
会社の組織の問題を度外視して、会社訴訟の被告適格を論じるものであり、
わが国の法の構造に即した議論とは言い難い。谷口安平『終わりなき好奇心』

（北大路書房、2018年）105頁以下も参照。
　　　　なお、アメリカ合衆国では、会社を「契約の束」としてとらえる見解が、

1980年代に主張され、この議論が、わが国の議論にも影響を及ぼしている。
しかし、わが国の法構造には必ずしも合致するものではない。

（９）神田・前掲注（５）182頁以下。具体的な規制は、①全ての株式会社は、株主
と取締役が必要、②公開会社は取締役会が必要、③取締役会を置いた場合は、
原則として、監査役、監査等委員会、三委員会・執行役のいずれかが必要、
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④取締役会を置かない会社は、監査役会、監査等委員会、三委員会、執行役
を置くことはできない、⑤大会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設
置会社では、会計監査人が必要、⑥会計監査人を置くためには、監査役、監
督等委員会、三委員会・執行役のいずれかが必要、となる。

（10）例えば、伊藤眞『破産法・民事再生法』（有斐閣、第４版、2018年）は、第１部・
第１章・第２節・第８項として「破産手続開始の効果」について論じ（184
頁）、その中で、「法人に対する破産手続開始の効果」（185頁）と「個人に対
する破産手続開始の効果」（187頁）を論じているが、これに対して、同書中に、
民事再生手続に関して、これに対応する「民事再生手続開始の効果」なる項
目は置かれていないし、伊藤眞『会社更生法』（有斐閣、2012年）についても、

「会社更生手続開始の効果」なる項目はない。
　　　　なお、山本和彦＝中西正＝笠井正俊＝沖野眞已＝水元宏典『倒産法概説』（弘

文堂、第２版補訂版、2015年）491頁（笠井執筆）は、「このような事項（=
会社の基礎にかかわる組織法的事項）は、会社の事業の再生と密接不可分に
かかわり合うので、特に規定を設けて利害関係人に決定権を付与した」とい
うが、問題の明確性を欠く。

（11）旧会社更生法52条（開始後の資本の減少等）　①　更生手続開始後その終了
までの間は、更生手続によらなければ、資本の減少、新株若しくは社債の発行、
合併、解散、会社の組織の変更若しくは継続、利益若しくは利息の配当をす
ることができない。

　　　②　更生手続開始後その終了までの間において、更生手続によらないで会社
の定款を変更するには、裁判所の許可を得なければならない。 

（12）兼子一＝三ヶ月章『条解会社更生法』（弘文堂、1953年）156頁。
（13）兼子＝三ヶ月・前掲注（12）156頁。
（14）兼子一「会社更生法の使い方」ジュリスト40号（1953年）28頁。なお、同30

頁は、「更生財団」なる用語を用いている。兼子一博士は、兼子「破産財団
の法主体性」同『民事法研究〔第一巻〕』（酒井書店、1950年）421頁以下（特
に、468頁以下）〔初出は、法学協会雑誌58巻６号、７号（いずれも1940年）〕
において、破産財団に法主体性を認め、この見解は一時は通説の地位にあっ
たが、その後、更生手続との関係で、この理論が立ち入って展開されること
はなかった。しかし、かつては更生手続に関しても更生財団法人のごときも
のを観念する理解が、有力であった。例えば、永沢信義『会社更生法の基礎
的研究』（有斐閣、1966年）189頁、宮脇幸彦＝時岡泰『改正会社更生法の解説』

（法曹会、1969年）319頁。しかし、その後1970年代に入って、三ヶ月章編『条
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解会社更生法〔上巻〕』（弘文堂、1973年）493頁が、更生管財人の地位につき、
鈴木竹雄＝坂部悟『会社整理更生』（青林書院、1955年）130頁の主張する公
的受託者説を支持し、続いて、破産手続における管理機構人格説（山木戸克
己『破産法』（青林書院、1974年）80頁』）が主張され、この見解こそが、「破
産管財人と更生管財人の性格を統一的に理解するうえでも有意義である」（谷
口安平『倒産処理法』（筑摩書房、第２版、1976年）61頁）と主張されるに至り、
これが現在の通説となっている。伊藤・前掲注（10）『会社更生法』128頁以下。

（15）三ヶ月編・前掲注（14）486頁参照。
（16）例えば、伊藤・前掲注（10）『破産法・民事再生法』184頁。
（17）それは、兼子＝三ヶ月・前掲注（12）446頁の展開する〈観念的清算〉の理論

に集約される。この見解の背景に、事業継続による継続企業価値を、いわば
更生会社の責任財産評価ととらえる観念があったと思われること、そうする
ことによって、更生計画手続の位置づけが不明確になってしまうことにつき、
河野憲一郎「裁判上の企業再建手続の構造に関する一考察」熊本ロージャー
ナル（2015年）16頁。

（18）これと異なるのが、民事再生手続である。そこでは、そもそも株主総会によ
る意思決定は、排除されない仕組みとなっている。すなわち、債務者に、民
事再生法21条の事実がある場合、民事再生手続の申立てがなされうるが、こ
の手続の開始それ自体は、株主の地位や会社の経営組織のあり方に決定的な
影響を持つものではない。会社の意思決定は、従前どおり、株主総会によっ
てなされる。

（19）深山編著・前掲注（３）80頁。
（20） これに対して、民事再生手続においては、基本的に、株式会社の事業の全部

または重要な一部を譲渡するためには、株主総会の特別決議が必要とする、
平時の規律が妥当する。ただし、裁判所は、再生債務者等の株式会社である
再生債務者が債務超過であることおよび事業再生のために必要であることを
要件として、株主総会の特別決議による承認に代わる許可（代替許可）をす
ることができるとしている（民再43条１項）。債務超過の場合には、株主は
会社財産に対して実質的な持分権を有しておらず、株主総会を通じた決定権
限を剥奪することも正当化できるからである。なお、松下淳一『民事再生法
入門』（有斐閣、第２版、2014年）61頁注11）。

（21）後記Ⅲ．１．
（22）三ヶ月編・前掲注（14）594頁以下（なお、旧版の記述は、兼子＝三ヶ月・前

掲注（12）189頁および126頁）。
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（23）兼子＝三ヶ月・前掲注（12）189頁、三ヶ月編・前掲注（14）594頁以下、谷口・
前掲注（14）201頁参照。

（24）河野正憲「会社事件手続法の総論的考察――手続法からの分析」川嶋四郎＝
中東正文編『会社事件手続法の現代的展開』（日本評論社、2013年）24頁以下は、
それらを大きく、①会社の組織の形成等に関する紛争（会社の設立無効の訴
え、会社834条１号）、会社設立後にその組織の変更を生じる行為の無効（株
式会社成立後における株式発行無効等〔同２－６号〕、会社の合併、分割に
関する争い〔同７－10号〕、株式の移転、発行をめぐる争い〔同11－15号〕）、
②株主総会決議に関する紛争（同16－17号）、③持分会社の設立・解散に関
する紛争（同18、19、21号）、株式会社の解散の訴え（同20号）に整理する。

（25）これに対して、松田二郎『会社更生法』（有斐閣、新版、1976年）105頁は、「更
生手続の開始された会社につき、設立無効の判決があることを認めるときは、
更生手続の進行はこれによって妨げられ、更生計画において従来の会社を存
続せしめる定めをなし得ず、清算を内容とする計画を作ることを余儀なく強
いられることすら生じ得る……。かくては、管財人の会社更生の努力は水泡
に帰する。この点に思いを致せば設立無効や会社解散の訴えのごときは、もっ
とも会社の財産関係に影響するものであり、いわば『財産関係の訴訟』のう
ちの最たるものといい得る」という。しかし、設立無効判決が下された場合
には、むしろ会社更生手続それ自体を取り消すべきではないか。

（26）旧法下の議論として、結論同旨、谷口・前掲注（14）202頁注（１）。これに対して、
伊藤・前掲注（10）『会社更生法』311頁は、「更生会社の事業経営権および財
産管理処分権を専属的に行使する管財人の職務の視点から、勝訴または敗訴
の結果、あるいは訴訟追行費用の負担を考えれば、それと無関係な組織上の
訴訟は考えることができず、すべて中断の対象となると解すべきである」と
いう。

（27）旧法下の議論として、三ヶ月編・前掲注（14）596頁、谷口・前掲注（14）201頁。
現行法下の議論として、伊藤・前掲注（10）『会社更生法』319頁。

（28）神田・前掲注（５）33頁。
（29）他方、民事再生手続の場合、民事再生法上、株主が参加することはそもそも

想定されていない（民再170条２項など参照）。これは、民事再生手続の場合、
会社更生手続とは異なり、減資、株式併合、新株発行などの手続は、 本来、
民事再生手続外で、会社法の手続、具体的には株主総会決議などに基づいて
行われることが想定されているためだと考えられる。もっとも、民事再生手
続を円滑に進める必要性があることから、一定の要件の下で、減資、株式併
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合、新株発行などを再生計画により（株主総会なしで）実施する特例も設け
られている。すなわち、事前に裁判所の許可を得た場合には、減資、株式併
合などを再生計画によって行うことが認められる（民再154条３項、同161条、
同166条１項など）。

（30）後記Ⅲ．２．
（31）同様の問題は、担保物件の評価についても生じる。
（32）この点、民事再生手続においては、減資、株式併合、新株発行などの手続を

株主総会決議に代えて裁判所の許可で実施することは、裁判所が、「その財
産をもって債務を完済することができない状態」、すなわち、いわゆる債務
超過状態にあることを認定した場合に限って、その許可を行うことができる
とされている（民再166条２項）。また、新株発行についても、事前に裁判所
の許可を得た上で、再生計画によって行うことが可能であるが（同154条４
項）、発行できるのは譲渡制限株式に限られ、裁判所の許可も、上記の会社
が債務超過状態にあることに加え、その新株発行が「再生債務者の事業の継
続に欠くことのできないものである」ことが認定された場合に限り、認めら
れることとされている（同166条の２）。

（33）伊藤・前掲注（10）『会社更生法』101頁。
（34） なお、会更43条３項。
（35）再生計画と更生計画とを包摂する概念として、講学上、〈再建計画〉という

言葉が用いられる。例えば、伊藤眞＝松下淳一『倒産判例百選』（有斐閣、
第５版、2013年）vii頁（「IX　再建計画」）。

（36）これに対して、民事再生手続においても、組織再編が全く予定されていない
わけではない。むしろ100％減資と増資を組み合わせるような形での組織再
編も認められている（民再154条３項・４項）。しかし、株式会社のみを対象
とするのではない民事再生手続における再建計画では、これらはあくまでも、
それがなされる場合のみに必要な任意的記載事項とされている。

（37）伊藤・前掲注（10）『会社更生法』563頁。
（38）その最近注目された例として、日本航空の会社更生事件では、３つの子会社

について、その株式を取得し、親会社に１つにまとめる手法が用いられた（対
価は０円）。

（39）河野・前掲注（17）23頁以下参照。
（40）伊藤・前掲注（10）『会社更生法』650頁以下。
（41）令和元年に会社法が改正され（令和元年12月11日公布の法律第70号による。）、

株式交付制度が創設されている（会社２条32の２号、同774条の２～ 774条の
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11、同816条の２～ 816条の10）。本稿の叙述にも関連するものであるが、多
少立ち入った検討を要するようにも思われる。他日を期したい。
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